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■はじめに
防火区画とは、建築基準法に定められた区

画であり、火災時の延焼を防ぐためのもので
ある。防火区画に設備配管などのライフライ
ンを貫通させる場合には、床や壁の性能を損
なわないよう適切に処理する必要があり、こ
の措置を防火区画貫通措置という。本稿では、
防火区画貫通措置の検査を取り巻く現状、そ
れに対する考え方、ならびに関連する製品・
工法について、当社の取り組みを交えて紹介
する。
　耐火建築物や防火対象物といった建築物の
安全は、確認申請の内容に合致した確実な施
工と、各種法令・基準に従った施工のチェッ
ク（以下、検査という）があって初めて成立
する。
　確認申請の内容と建築物との整合確認につ
いては、行政庁と所轄消防との間で合意を得
ることが定められており、これを消防同意と
いう。これは、建築基準法第93条および消
防法第７条に規定されている。つまり、建築
物の建築には行政と消防の許認可が必要とな
る。多くの人が集まる建築物では、万が一火
災が発生した場合でも円滑に避難行動や待機
行動がとれるよう設計されており、避難経路
上の床や壁、待機避難のための区画の耐火性
能は、床や壁の防耐火性能に基づいて計画さ
れている。
　こうした床や壁は防火区画と呼ばれ、その
要求性能は法律で定められており、原則とし
て開口を設けてはならない。一方、建物の運
用には電力や設備配管が必要であるため、こ

うしたライフラインが防火区画を貫通する場
合には、耐火性能を損なわないことが確認さ
れた方法で処理を施すよう法令で定められて
いる。
　耐火性能が確認された工法は、国土交通大
臣による認定工法（以下「認定工法」という）
や、（一財）日本消防設備安全センターによる性
能評定（以下「評定工法」という）として登
録されており、これらは公的な第三者試験機
関で行われた性能評価結果に基づいて認証さ
れる。
　認定工法や評定工法は、いずれも床や壁の
仕様、ならびに区画を貫通させる挿通物に応
じて措置方法が異なる。
　本稿では、こうした認定工法や評定工法が
正しく施工されているかを判断するために、
どのような点に注意すべきかを、現状を踏ま
えながら説明する。あわせて、こうした課題
をどのように解決すべきかという観点から、
当社が新たに発売を開始した新規認定工法に
ついても紹介したい。

■区画貫通市場の現状
＜検査＞
不特定多数が利用する建築物、特に耐火構

造物等では、万が一の火災時に備え、建物か
らの避難ルートを設定しなければならない。
避難ルートは防火区画で囲われており、延焼
を防止するとともに、建物内の人々が避難に
必要とする時間を想定した要求性能が定めら
れている。電力や給排水、空調配管等の貫通
箇所には、建築基準法施行令第129条の２の
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４第１項第七号に定められた防火措置（工法、
材料、製品）が施されているのが通常である。
　区画貫通措置部の認定工法や評定工法が正
しく施工されていない場合、火災時に消防計
画どおりの避難ができないおそれがあり尊い
人命が失われかねない。また、消防活動に支
障が生じることも考えられ、罹災者・救助者
の双方が危険にさらされることは想像に難く
ない。
　昨今ではこうした不安感から、所轄による
竣工検査済の建築物に対しても、施主やマン
ション管理組合等が建物状況調査業者（以下、
インスペクターという）などの第三者機関を
通じて建物検査を行う事例が多い。不適合施
工が発見された場合には、訴訟問題に発展す
る事例も珍しくない。
　不適合施工が発覚した場合には、受注者や
施工者に責任追及が行われることがあり、こ
うした安心・安全に対する社会的要求はます
ます強まっている。

■�確認検査機関の業務停止
＜業界全体の厳格化＞
不適合施工については、国土交通省のホー

ムページでもプレスリリース形式で継続的に
注意喚起が行われている。同省のプレスリリ
ースでは、不適合となった認定工法や施工
者、施工条件、是正措置の内容などが開示さ
れているが、不適合の指摘件数は過去10年
でそれほど低下していない。

第１図　国交省プレスリリース（不適合施工）

第２図　インスペクション・インスペクター
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　2020年には、民間の確認検査機関の検査
業務に不備があり、９社（いずれも国土交通
省指定の機関）が業務停止などの行政処分を
受けている。こうした流れは、検査が年々厳
格化する傾向にあることを示している。

■不適合施工と検査の潮流
＜現状課題＞
とはいえ、誰にでも間違いや勘違いは起こ

り得る。
　認定工法の場合は、認められた工法どおり
に施工する必要がある。では、認められてい
ない施工、すなわち不適合施工はなぜ起こっ
てしまうのか。また、どうすれば防ぐことが
できるのか。悪意のある不適合施工は論外だ
が、意図せず不適合施工を行ってしまうケー
スは少なくない。

例えば、石こうボードを用いた乾式壁に
は、中空壁と片壁と呼ばれる２種類の壁が存
在するが、両者は防火区画の形成位置が異な
り、防火区画としては全く別の構造壁であ
る。中空壁は中空部も含めて防火区画を形成
しているのに対し、片壁は強化石こうボード
の重張り部のみで防火区画を形成している。

　ここで、片壁は軽量鉄骨がむき出しとなる
ため、外観・意匠上の配慮から、居室側に雑
壁と呼ばれる壁をセットで設けることが多
い。この雑壁と組み合わせた片壁は一見する
と中空壁のように見えるため、現場では誤っ
て施工されることがある。

　以上の例は、本来この壁には片壁用の措置
を行わなければならないにもかかわらず、中
空壁向けの防火処置を行ってしまうという誤
りである。この場合、不適合施工となるばか
りでなく、要求される耐火性能も担保されな
い。中間検査や竣工検査の際に発見され、是
正されればよいが、検査で見逃された場合
は、そのまま市場に出されることになる（耐
火性能が得られない区画ができてしまう）。

第３図　国土交通省プレスリリース（業務停止）

第４図　防火区画の形成位置 中空壁と片壁

上図の通り、片壁と中空壁では
防火区画形成ラインが異なる

第５図　雑壁を設けた片壁

防火区画の形成部分は赤矢印部分だが、
雑壁があるため中空壁と勘違いする場合がある
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インスペクターに指摘されれば、当然、施
工者や検査担当者の責任が問われることにな
る。

■�壁種によって適正な工法とは
＜認定工法・評定工法＞
床や壁は、適用される法令によって扱いが

変わるため、建築基準法と消防法のいずれに
基づいて管理されるものかを確認し、適切な
認定工法や評定工法を施す必要がある。
　広く防火区画と呼ばれる床や壁には、以下
の区分がある。認定工法では遮炎性が、評定
工法ではそれに加えて遮煙性・遮熱性が要求
されている（第１表）。

　認定工法や評定工法の制度は、2000年６
月の建築基準法改正を機に運用が開始され
た。それ以前と比較すると、施工負担や必要
措置が軽減されるなど利便性の高い一面があ
る反面、適正な方法で措置を行わなければ適
用外となり、要求性能を担保できないことは
前述のとおりである。
　一方で、区画貫通措置には、電気通信設備

工事のような施工資格が存在しない。これは、
誰でも措置を行えるという利便性がある一方
で、十分な知識を持たないまま不適切な施工
措置がなされるリスクもある。人材が不足す
る現場では、認定内容を十分に理解していな
い経験の浅いスポット人材が貫通措置を行う
ことも珍しくなく、こうした背景が不適合施
工を生じさせる一因となっている。
　また、防火区画の貫通措置工法は年々増加
しており、2026年１月現在でおよそ1,340の
認定工法が存在する。ここまで工法数が増え
ると、十分な管理ができていないケースも散
見され、施工のみならず検査を担当する現場
職員の間でも課題となっているとの声を幾度
となく伺っている。認定工法や評定工法では、
本来意図した所定の耐火性能を発現させるた
めに、規定に従った施工が必要である。確認
すべき項目としては、壁の種類や開口の大き
さ、挿通可能な電線・給排水管・空調配管の
種類、占積率（開口面積に対する挿通物の合
計面積の上下限）、充てん材の種類や厚さ、
さらに物理固定が必要な工法ではその固定材
料に至るまで定められており、正しい理解が
重要である。

■性能評価の説明
＜性能評価方法＞
性能評価は、国土交通省の指定性能評価機

関で行われる。
　JIS A 1304-2017では、それまでの性能評価
に加え、ISO 834の標準加熱曲線（以下、標
準加熱曲線）に則った性能評価基準が追加さ
れている。ここでは、試験体の寸法や断面厚
のほか、評価設備等が規定されており、例え
ば壁の貫通措置工法の評価では、高さ3.0m×
幅3.0m以上の実大炉に試験体（十分な知識が
ないまま不適切な施工が行われるリスクもあ

第１表　管理法令と床壁の要求性能
防火区画 令８区画 共住区画

関連する
法令

建築基準法施
行令第129条の
２の４

消防法施行令
第８条

総務省令第40
号、消防庁告
示2.4号

要求時間 最大60分 120分 60分

要求性能 遮炎性
遮炎性
遮煙性
遮熱性

遮炎性
遮煙性
遮熱性

適用される
床壁

準耐火構造
耐火構造 耐火構造 耐火構造

挿通物
電気
衛生
空調

衛生
※原則として

電気
衛生
空調

発行管理 国土交通大臣
（一財）日本消防
設備安全セン
ター

（一財）日本消防
設備安全セン
ター
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る）を設置し、実際の火災現場を模した燃焼
評価を行う。
　火災には、トンネル火災のようにくすぶり
ながら延焼するものや、プラント火災のよう
に爆発的に燃焼するものなど、さまざまな態
様が存在する。このため、燃焼を標準化する
目的で、国際的に標準加熱曲線が規定されて
いる。標準加熱曲線は、時間の1/6乗と温度
上昇がほぼ比例する関係にあり、一般的な事
務所などの居室火災に近い温度上昇特性を示
す。標準加熱曲線時の炉内温度は、60分後に
945℃、120分後に1,049℃まで上昇する。
　認定工法や評定工法では、こうした温度変
化においても非加熱面側への炎の噴出の有無、
発煙量の測定、床や壁の温度変化などが要求
性能を満たしていることが確認されている。

■�違反施工の事例
＜充てん材を使用する施工とブロック施工＞
認定工法や評定工法は、正しく施工するこ

とで、所定の遮炎性・遮煙性・遮熱性を満た
す。本来であれば、認定内容を理解した上で
処理を行うべきだが、防火区画貫通措置工法
には人の手を介する工作という側面もあるた
め、抜けや不足が起こる。そうした結果が不
適合施工である。
　昨今では、隙間充てん材の種類や厚さが規
定量を満たさないことによる施工不良の例が
指摘され始めており、また、ブロック状の充
てん材の詰め方が緩く、検査前に落下してし
まった詰め物を詰め直す事例もある。
　これらの工法に共通するのは、外観検査の
みでは認定どおりに施工されているかを判断
できない点である。充てん材が密に詰まって
いるか、緩く詰まっているか、表面だけが詰
まっているのか、認定内容どおりの厚みで詰
められているのかは施工者のみが知り得るこ

とであり、施工者以外が仕上がりから判断す
ることはできない。
　外観上、よほどの異常がない限り、認定ど
おりに施工されているかどうかを写真や目視
のみで判断するのはさらに難しい。充てん材
の厚さは適切か、占積率（開口面積に対する
貫通物の総断面積が占める割合）は超過して
いないかなど、一つ一つの項目について確認
が必要であり、検査業務の難易度は高いと言
わざるを得ない。

■�間違い施工・検査見過ごし回避
＜パテレス工法紹介＞
当社積水化学工業（本社：東京都港区虎ノ

門2-10-4）環境ライフラインカンパニーでは、
防火区画貫通部材として熱膨張性耐火材料

「フィブロック」を展開しており、前述のよ
うな状況を鑑み、これまで施工作業者の工作
能力に依存していた貫通措置工法を変えるべ
く、充てん材を必要としない新たな工法を考
案し、国土交通大臣認定を取得した。

フィブロックは、火災が発生すると5～40
倍に膨張して断熱層を形成する、独自のプラ
スチック系耐火材料であり、これまで電気・
給排水・冷温水・冷媒管の各用途に展開して
いる。
　2026年２月、当社は、電気用途で展開し
ている、充てん材を使用しない、すなわちパ
テ埋め不要の防火区画貫通措置部材「フィブ
ロックNEO」について、冷媒管用途にも使
用可能とする国土交通大臣認定を取得した。
これにより、電気用途に加え、新たに冷媒管
用途での使用も可能となった。
　電気用途において『パテレス』を根付かせ
た本製品を冷媒管分野にも普及させること
で、建設業界の人手不足対策や施工品質の担
保に貢献できることを期待している。
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　防火区画貫通部の開口部では、パテによる
施工が一般的に行われているが、その見た目
とは裏腹に、施工には高い技術が必要で、手
間と時間もかかるため、施工者間で仕上がり
に差が出やすい材料でもある。

フィブロックNEOは、「簡単・確実」と「施
工目視・確実検査」をコンセプトにしたシー
ト状の製品である。施工方法は、貫通部にシ
ートを被せ、壁や床から剥がれないよう付属
のビスとワッシャーで物理固定し、貫通物を
カバー材で包んで、同梱された被覆付針金で
巻き付ければ完了する。
　従来のパテ埋め工法と比較して、約３倍速
く施工できる（片側施工時）。各種の壁や床
に共通で対応しており、容易かつ確実に施工
できることから市場で高く評価され、『パテ
レス』の土壌を形成した。

■�冷媒管分野での課題
＜パテレス工法の適用＞
一方で、冷媒管では依然としてパテ埋め工

法が主流だが、現場ではパテが脱落する事例
も少なくない。これは、冷媒銅管の熱伸縮に
連動してパテが動き、落下してしまう現象で
ある。
　そのため、アングルによる配管の固定が求
められるが、これは人手不足に苦しむ現場の
負担をさらに増やすことにつながっている。
また、そもそもパテ埋め工法がどこまで適切

に行われているのかについては疑問が残る。
というのも、現場では適切に施工すれば「余
らないはず」のパテが「余った」という声が
上がっていたり、施工後の検査時にパテが落
下したりするからである。パテ埋めの国土交
通大臣認定工法では、パテの充てん方法が厳
密に定められているが、施工後はカバーやシ
ート等で覆い隠されるため、施工部の目視確
認ができず、施工品質の担保が難しいという
声も多いのが実情である。
　もう一つの懸念は、前述のインスペクター
による検査で、電気・給排水用途などにおい
てパテの脱落が多くの現場で報告されている
ことである。非住宅分野の冷媒管用途におい
ても、今後は検査が厳格化する可能性が十分
にあると言える。
　こうした冷媒管向けパテ工法のさまざまな
課題を一挙に解決するのがフィブロックNEO
である。フィブロックNEOの主要部材は現
場工作物ではなく工業製品であるため、誰が
施工しても貫通措置部の性能を均一化しやす
い。また、認定工法の施工条件は、開口箇所
に正しく設置・固定されていることであるた
め、外観確認のみで容易に検査を完了できる
ようになった。
　冷媒管向けに展開するにあたり、電気向け
に販売していた製品から変更を加えていない
ため、販売店や工事会社にとっても管理しや
すく、加えて両用途共通で認定番号を取得し

第６図　施工の絵
（出典：新NEOのカタログ）
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ていることから、現場での管理も容易になる。
　深刻化する人手不足や厳格化する安全管理
といった状況の中で、現場の不安を解消する
同製品は、時代に求められる製品であると言
える。
フィブロックNEOの特徴としては、
① 空調・電気用途共通で簡単施工かつ確
実な仕上がりが得られること
② 目視検査を確実に行えること
③ 追加配線に対応しやすいこと

の３点が挙げられる。
①については、「フィブロックNEO」シー

トを留め具で固定し、カバー材を被覆付針金
で巻くだけという簡単施工を実現しており、
留め具も同梱されているため、１ヶ所１製品
で済むという部材選定の容易さも兼ね備えて
いる。
②については、パテ充填をなくしたこと

で、完工時に見え掛かり部の目視検査のみで
確認できるため、検査精度が向上する。
③については、充てん材がないため配線作
業が簡単であることに加え、高占積率（壁＝
92.9%、床＝91.7%）であるため、追加配線
にも対応しやすい注１）。

■当社の取り組み
＜パテレス以外活動紹介＞
なお、当社はフィブロック各種製品につい

て、オンラインを含む注２）講習会を随時実施

第８図　当社ホームページURL

注１）ただしケーブルの占積率は内線規程に従って施工する。
　２）講習会は当社のウェブサイトから申し込み可能。

第７図　フィブロックNEO
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しており、受講者には受講終了証を発行して
いる。本来、区画貫通措置部の施工に資格は
不要だが、製品だけでなく法令に関する講習
も行っており、区画貫通措置への理解を深め
ることによって安心感を提供している。
フィブロックNEO以外にも、当社は冷媒

管用の防火区画貫通措置部材として、フィブ
ロックNEOに先行する『パテレス』製品「フ
ィブロック冷媒管用パテレスキット」を展開
している。昨年より改めて訴求に努める中
で、売り上げも伸びてきている。当該製品は、
フィブロックのスリーブで貫通部の冷媒管周
辺の開口部を巻き、そのスリーブの中にフィ
ブロックのスティックを配置し、カバー材で
包むことで施工が完了する。パテ不要、鋼製

第９図　フィブロックNEO冷媒 チラシ(認定範囲)

第10図　冷媒管用パテレスキット
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スリーブも不要で、容易な施工を実現した。
各種の壁・床に対応している。
　フィブロックNEOとの使い分けという点で
は、床施工で鋼製スリーブが床から立ち上が
っている場合、フィブロックNEOは床下から
施工する必要があるが、フィブロック冷媒管
用パテレスキットは床上から施工できる。

■�施工状況の確認にあたって
＜市場のトレンド＞
認定工法や評定工法は、それらを理解した
上で施工処理を行うものであるが、防火区画
貫通措置工法は人の手を介する工作であるた
め、抜けや誤りが起こり易い。また、昨今の
建築現場では、労働人口の減少に伴って資材
や人件費も高騰する中、工期の短縮も計画し
なければならない状況にある。こうした中、
管理者側では、施工の抜けや誤りを未然に防
ぐ目的で、IoT/ICT技術を活用した検査管
理ツールを広く活用する動きが進むなど、現
場での技術革新が進んでいる。
　こうした技術により、設計図面や防火設
備、区画貫通措置部の設置状況といった情報
はネットワークを介してクラウド上で共有さ
れ、監督者であるゼネコンや、電気・衛生・

空調の各設備工事業者（サブコン）は、内装
工事関係者に図面情報や認定工法情報を周知
している。また、施工担当者もタブレット等
の電子端末を通じて作業を行うなど、双方向
の施工管理へと変化し始めている。施工者は、
施工品質の管理以外の業務にも対応する必要
が生じているため、施工にかける時間は今後
さらに削減する必要があると予想される。

■おわりに
本稿では、防火区画貫通施工の重要性と、

それに対する検査機関、施主、ゼネコンなど
の動向、ならびに世の中のトレンドに合った
工法の紹介を行った。安心・安全が強く求め
られる時代において、施工と管理の確実性は
これまで以上に重要になっている。簡単施工
・確実な検査を実現するパテレス製品が、施
工者、管理者および検査者の一助となれば幸
いである。
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